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要旨

年金改革は世界的に進行 している 国際的な年金改革論議は1994年 の世界銀行 レポー トによつて始まったといえ

るが、1994午 レポー トが目指 した年金の個人責任主義は世界銀行内部か ら否定され、公的責任と自己責任の折衷に

よつて保障されるスウェーデン方式が世界の潮流となっている.こ れに対し、日本の年金改革は、公的責任におい

ても自己責任においても中途半端なものであり、
「
人権 としての年金」の視点から国は改革を再考するZ、要がある .
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はじめに

世界的な高齢イヒの動向の中で、世界銀行は1994年 に

「
高齢イヒの危機を避けるために_1を 公表 し、高齢者の

生活を守ると同時に資本 主義経済の発展を 1)た らす年金

制度のあり方について提言を行った,そ こでは、年金制

度について 1)公的賦課方式 (publicly mallaged pay―

as you go,defined bellcfit pi Hal)2)民 間運用に

よ る 確 定 拠 出 方 式 (plivately malaged,manda―

lol y,defined colltlibutiql pi nal)3)個 人貯蓄・

個人年金 (volul〕 taly plivate pillal)の 三つの方式を

掲げ、貯蓄 。再分配・保険の二つの機能をよりよく備え

ている制度についての検証を行い、結果として 1民間管

理による積み立て方式Jを :強 く勧告Jし た2,()っ と

も、 この レポー トについては、 lL()・ ISSA(11〕 t ollla―

tional Social Security Associatiol)に より、高齢者

の所得保障が資本蓄積の犠牲となるとい う視点からの反

百命が

'表

しくイ予オフオ■た15,

この論争を契機に、1995年以降、年金論争は国際的に

活発イヒしたが、その論争を締めくくるように、世界銀行

日1総 裁であ り主任エコノミス トでもあつたJosoph E.

Stiglitz が1999年の世界銀行の ・
高齢者保障に関する

新たな考えJに 関する会議において 「午金改革再考_4

を明らかにした.それは、1994年の世銀 レポー トを 10
の項目において検討 し、その結果として、民間管理の積

み立て方式はとりわけ発展途上国において有効ではなく

む しろ不確定な市場からの影響を受けない伝統的な賦課

方式の方が優れていることを論証している,()つ とも、

結論的には、広い視野に立った第二の方式が最適だとし

ている.

こうした世界銀行 レポー ト (1994)に よつて t〉 たらさ

れた90年代の年金論争は、国の負担と高齢者への保障が

両天秤にかけられたものだったといえる.世界各国がそ

の均衡を見出そ うと苫慮する中
5、 スウェーデンは独 自

の年金改革を構想 し、それは社会福祉と国の員オ政との均

衡において模範的改革として現時点におけるモデル的な

改革となっている .

本稿は、こうした世界的な年金改革の論議の中におけ

る日本の年金改革が持つ問題点を、憲法において保障さ

れた生存権 と社会保障に対する国の責務の観点から考察

を行 うものである.そ のため、第一章では現時点におい

て年金改革のモデル的存在であるスウェーデンの年金改

革を概観 し、第二章で日本の年金改革の経緯 と改革の内

容を概観する」これ らを踏まえて、第二章では判例法理

としての生存権 と社会保障を概観 し、最後に、まとめと

して憲法学的にあるべき午金改革について考察を加える。

第 一章  スウェーデンの年金改革

スウェーデンt/D年 金改革について論 じた論文は多いF

スウェーデンの改革が持つ日本への示唆を探ろうとする

モ)の が多く、高齢化という世界共通の問題解決に対する



ひとつの雛形 としての期待を見ることができる
7cス

ゥ

ェーデンの年金改革の紹介や 日本の改革への示唆はそれ

らに委ね、ここでは改革の経緯に関する事実と内容の概

要を紹介するにとどめる。

なお、スウェーデンの年金改革については、財務省に

設置された財政制度等審議会の2001年度財政制度分科会

(5月 17日 )において、「年金 ワーキンググループJの メ

ンバーであったゲンセル議員 G意健党)か らの聴取を基に

した報告書が提出されている8。 また、前社会保険大臣

のボー・クェンーベ リ (Bo Konberg)議 員 (自 由党)に

よる報告も2002年 1月 10日 に東京で行われている9。
本章

では、これらの年金改革に直接携わつたスウェーデン国

会議員 らの報告をもとに、他の文献と照合 しつつ経緯を

辿つてみることにする。

1 スウエーデン年金改革の経緯

改革前のスウェーデンの年金制度は、給付内容を確定

した上で、その給付に必要な費用を現役世代の保険料負

担 と積立運用金によって賄 う 「確定給付の修正賦課方

式」であったЮ
。 この方式の破綻は、先進諸国に比して

早い高齢化
Hと

それに伴 う新規受給者の受給額の年金平

均水準が伸び続け、それに対 して所得は低迷を続けてい

たとい うことを背景としているっ特に、1990年代初めの

戦後最悪 といわれる不況の中で1991年 から3年間マイナ

ス成長を記録 し、年金制度維持に対する不安が高まって

いった。こうした中で行われた総選挙において、表1に

見られるように、与党であつた社会民主党政権は保守・

中道4党 に政権を譲 り渡すこととなった.´

表 1 総選挙 と各党議席数

を持続可能な形J13へ の転換として行つたのである。 こ

れは政権が保守 。中道4党 によつて担われていたとい う

ことと無関係ではないが、改革の基本原則が1992年の通

貨危機の最中に提示されたことで、それぞれの分野の リ

ーダーは時間的な切迫感を持ち、情緒的な反発をするゆ

とりもなかったとい う事情も存在 した14.

その後、1994年 9月 に社民党が政権を奪還するが、同

じ年の1月 に当時の与党4党 と野党社民党の5党 の間で年

金改革における 「5党 合意」が成立 していた。それは、

ワーキンググループ発足当時における各党間の合意形成

が困難な中で達 した大局的な合意であり、その内容は次

のような大きな変化をもたらす ものであった 15。

①
「生涯所得に応 じた給付」を原則とし、とりわけ家庭

で子どもの世話をする親の年金権を保障する。

②固定保険料率 (18.5%)と する。付加給付を三階建て

としたものから所得比例のみの一階建て体系とする。

③物価スライ ドではなく所得スライ ドによる給付とする。

④平均余命を考慮した午金額調整を行う。

⑤基礎年金に代わつて最低保障年金を創設する。

⑥積立方式に該当する年金額は保険料の2%に固定する。

⑦給付最高限度額受給者に対する50%の 支払いの減額を

するっ

③61歳以降の支給開始年齢を弾力的にする。

③法的に保障された労働権を65歳から67歳に引き上げる.

⑩現役世代に対してそれぞれの年金受給権について(予

測も含む)年一回知らせるt

①三世代に対して漸次移行させていく.

この合意をもとに1994年 2月 に報告書がまとめられ、

それをもとに政府は 「公的年金制度の改革」を戦略的ガ

イ ドラインとしての内容も含むものとして5月 に国会に

提出し、6月 には国会が採択をしているぅ政権が交代し

たのはこの後の9月 の総選挙においてであった。

政権は交代したものの、年金改革に関しては5党合意

が形成されていたため、与野党の逆転による内容に関し

ての変化はみられなかったっもつとも、詳細な検討を行

う期間を確保するため新制度の施行と実施の期日を一年

延期させることにはなったっ

こうした慎重な検討の期間において、社会省による法

案が1995年 6月 に作成提示されるが、その後社民党内に

おいて、とりわけ地方組織からの批半」が強くなり、議論

の期間がさらに必要になつたことから、改革 日程はもう

一年先延ばしとなつた。 この間、社民党から 「5党合意

の範囲において」とい う限定つきではあつたが、本人負

担保険料引き上げと積立方式導入に対する反対が表明さ

れたが、合意に参加した他の政党からの批判が厳 しく、反

1991lF 1994年 19981F
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16
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合 計 349

この後、社民党が政権を奪還するまでの年金改革ワー

キンググループは、自由党議員で社会保険担当大臣であ

つたクェンーベ リが座長を務めることとなった。同氏が

述べているように、1991年からのワーキンググループに

おいては、
「福祉国家の中身を変えた」

12と ぃ ぅほどの

改革を 「
(福祉国家の)基本的な精神は保持 しながら制度

2



対表明は撤回せざるをえなくなったっその後 t)、 1997年

の社民党大会において同様の批半」が出たが、各党協議に

付され、5党 合意が生き続ける形で年金改革は進められ

1998年 6月 に国会において法案が可決成立することとな

った。

以上の流れを、全体の理解の便宜のために以下に年表

で示しておく16。 なお、期間は段階的な節目として筆者

が設定したものであるぅ

表 2 年金改革関連年表

第一期 問題の明確化段階

1984年 10月  社会省次官を座長とする年金委員会を設置

1990年 H月  同委員会による午金改革のあり方に関する

報告書提出

第二期  政権の変化と方向づけ

1991年 9月  社民党政権から保守 。中道 4党連立政権に

1991年 H月

政権交代

午金ワーキンググループ設置

。与野党全 7党 の代表がメンバー

。社会保険担当大臣 (ク ェンーベ リ氏 )

が座長

年金改革の基本原則を発表

年金改革のための提案についての 5党合意

(与 党 4党 と野党社会党 )

1992年 8月

1994年 1月

1994年 2月  午金ワーキンググルーブ報告書提出

1994年 5月  「
老齢年金改革のための戦略的ガイ ドライ

ンを含む政府提案 Jの国会提出

1994年6月  同提案 (ガイ ドライン)を国会が採択

1994年 9月  社民党が政権復帰

第二期 午金改革法案作成段階

1995年 6月  社会省による 1所得比例老齢午金等に関す

る法律案」とりまとめ

1995年 10月  同法案が意見調整の後、年金改革グルーブ

に提出

1997年 H月  年金制度改革に関する社会省案の発表

。最低保障年金および調整問題等

。所得比例老齢午金

第四期 立法と施行の段階

1998年 4月  午金改革関連2法案の国会提出

1998年 6月  同法案の可決成立

1999年 1月  年金改革法の施行

2001年 1月  新年金制度に基づく支給開始

2 新年金制度

5党 合意に基づ く改革の方向は 「持続可能な制度_17

であること、
「
公平J18で あることによつて特徴づける

ことができる。具体的には、給付 と負担の均衡が損なわ

れない確定拠出方式への転換を図り、さらに収支のバラ

ンスを自動的に行 うことができる自動収支均衡メカニズ

ム (自 動安定装置)を導入 したことである。また、確定拠

出方式への転換において、いわゆる 「NDC(Notional

Defined Contribution):概念上の確定拠出Jと い う方

式を考案 している。さらに、こうした新方式の導入と共

に、最低生活については全額国庫負担で保障する 「
最低

保障年金Jを導入 している.,

図1 スウェーデンの年金改革

スウエーデンにおける公前年金‖魔体系の再優

‐……事轟墨年金収支盪を目暉惨蘊
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(http://w、¬r.kyokai.gl jl)/syakaisyugi0311.htmlよ り)

以下、これ らの新午金制度における制度を概略的に紹

介しておく J

l)NDC(概念上の確定拠出)19

拠出額に応 じて給付額が決定される確定拠出方式では、

経済の低成長や運用 リスク、そして平均余命が伸びるこ

とで t〉 たらされる給付の減少などの リスクは、すべて年

金受給者が引き受けることになる.こ うした リスクは、

給付の確保のために勤労世代に保険料の値上げを求める

ことはなく、世代間の不公平の問題は回避 されるとい う

メリットはあるが、高齢者の生活水準が低下する可能性

は高い.そ こで、スウェーデンは積立も一部取 り入れ、

さらに賦課部分についてはNDC方 式を採用 したい
っ

具体的には、保険料率を将来にわたつて18.5%に 固定

し、その うちの16.0%は賦課部分 として、残 り25%を

将来の給付のための完全積立部分として支払 うという方

法をとっている。 この2.5%の 積立分は、実際に運用さ

れ、個人の口座に積み立てられていくcこ れに対 して

16.5%分については、現実には現役世代として受給世代

に支払 う原資を提供 しているわけだが、それを (市場利



回りではない)現役世代一人あたりの名目賃金上昇率で

運用 したことにして (仮想上の運用 )、 各個人に年に一

度自分の年金に対する権利としての額をオレンジ色の手

紙 (「 オレンジの手紙J)で通知している.,こ れが、支払

つた保険総額が将来の受給に反映する拠出建て=NDC(概

念上の確定拠出)方式と呼ばれているものであるCl_

2)自 動収支均衡メカニズム (自 動安定装置)

保険料率を固定し、将来の給付の伸びに対しては積立

分の運用で賄 うとい う修正賦課方式をとり、現役世代の

負担をllpぇ っつ給付を保障するシステムをとつているも

のの、仮想の利回りや一人あたりの名目賃金上昇率を給

付決定の要素としていることから、経済不況や少子イヒが

進行した場合には拠出と給付に乖離が生 じる可能性があ

る こうした事態に対して、国会における決議を逐一待

つことなく自動的な計算により給付を抑制するシステム

がとられている=それにより、年金給付における収支バ

ランスを自動的にとり、債務超過による年金制度の破綻

を回避 しようとする t)の である.

具体的には、次の数式により毎年バランスをとり、均

衡数値が1以 ドとい う債務超過の状態になったときには、

数値が1に 回復するまで仮想上の運用利回 りと年金額の

スライ ド率の制限が行われることになっている

均衡数値=年金資産 (保険料資産十積立残高)/年金負債

3)最低保障年金制度

スウェーデンの旧午金制度は基礎年金 と付加年金の二

階建てであり、基礎午金の収支による不足分は国庫が補

填 していたが、新制度では国庫負担は最低保障部分に限

定され、年金制度としては所得比例の一階建てとなった

(図 1参照),最低保障年金は、生活保護 と異なり、40年

スウェーデンに居住 していれば65歳以上になると満額支

給される,支給額は生活保護水準より1)高 く設定されて

いる1人生の終盤の時期であり、勤労の機会があまりな

い高齢者に対する 1寛 大な保障Jと して生活保護とは異

なる制度であり、自動的に受給することができるものと

して設計されているL
4)支給時期の自己選択性

一般的な支給午齢は定めず、61歳以上になると支給の

時期を自分で選択することができる.支給時期を遅らせ

れば、それだけ一回の受給額は増える。また、年金受給

午齢においても保険料を納付することができ、納付した

額は将来の受給において反映されるため、高齢者の就労

へのインセンティブとなることが期待されているt

3 スウェーデンの年金改革からの示唆

スウェーデンの年金改革は、1又支のバランスを保つた

4

めに給付を制限するシステムを導入することで国家破綻

を避ける道を選んだとい う点で、福祉国家 としての大き

な転換を行つたといえる.()つ と t)、 その際においてく)、

個人の拠出を保障 し、最低生活を寛大に保障するシステ

ムを考案 していったことは、福祉国家の衿持を保ったと

いえる.

もつとも、こうした転換を行わざるをえなかったスウ

ェーデンではあるが、給付のための予備財源 (バ ッフ

ァ・ファン ド)は 4年分はあるとい うっただ、運用利回

りが予測より低下した場合の半世紀後には積立金不足に

なるとい う予測が立てられている.3.そ して、それを回

避するために、自動収支均衡メカニズムを採用 して給付

を自動的に抑制するようにしたのである ,

給付の減少の可能性があるにく)関 わらず改革が進んだ

理由は、ひとつは国の経済危機に対する党派を超えた議

員の理解であり、今ひとつは、少なくとも自分が出した

t)の は自分に還元されることを納得させる論理が提供さ

れたことのように思われる.翻って日本について考える

なら、日本の年金財源 も危機的な状況にあり、年金の権

利性について真剣に考えるべき時であると思われる.け

れど t)、 現実には国民午金未加入 。未納の割合は478%
(2002年度)で あり、年金制度改革を論 じる以前の制度

の存続そのものが危ぶまれるのが日本の実情だといえる .

こうした中で、日本がスウェーデンの改革から得ること

ができる教訓としては、①国が国民の権利を守るとい う

姿勢を持ち続けること、②改革の必要性 と改革内容につ

いての説明を時間をかけて十分に行 うこと、などが改革

の実施において重要だとい うことをあげることができるリ

これ らをつづめて言 うなら、国民本位の政治こそが改革

を成功させる鍵であるとい うことであろう1次章では、

日本の年金改革の経緯を概観 し、いかなる方向性を持っ

て今次年金改革法が制定されたかを見てみることにする.

第二章 日本の年金改革の経緯と年金改革法

1 1985年 (昭和60)年改正までの経緯

日本では、1959年に国民年金法が公布され、1961年 に

同法が施行された,同法が、 一般被用者、船員、公務員

などを対象とした従来の年金制度に含まれない非正規被

用者や自営業者などの非被用者 も対象としたことにより、

以降、日本では国民皆年全体市」がとられることになった

1)つ と t)、 その後の産業構造の変イヒは自営業者を減少さ

せ、高齢者が増加するにつれ単独の制度として国民午金

を維持することは困難 となった そのため、1985年には

いわゆる午金大改正が行われることとなったc

なお、1985年改正の主要な改正内容は次のような ()の



であったり

1)全職業に共通の基礎年金の導入

2)船員保険の厚生年金への統合

3)被用者の妻も第三号被保険者として国民年金に加入

4)個人名義による午金支給

5)20歳前の障害に対する障害基礎年金支給
24

6)負担と給付の適正化

2 2000(平成12)年 改正までの経緯

その後、1989年には20歳以上の学生も強制加入となり、

完全自動物価スライ ド制を導入する改革が実施された,,

また、国民年金基金 t)創設された,完全物価スライ ド制

の 1)と で給付が増加することに対し25、 1994年には、 支

給年齢の段階的引き上げゃ特別保険料の導入、育児休暇

期間中の保険料免除、70歳 任意加入、在職老齢年金改善

などの改正が行われた。 こうした改革によつて年金予算

はその後抑制されていつたが31、 高齢化の急進展は年金

制度に対する新たな選択を必要としていき、1997年 12月

に、厚生省 (当 時)は 国民の議論のために次のような
「
5

つの選択肢 |を 公表 した.,

5つの選択肢 (1997年 12月 )

1)保 険料率と所得代替率

1. 試算案における午金額は、夫が厚生年金に40年加入

し、妻が厚生年金に加入 したことがなく、夫の標準

報酬月額が34万 円の場合の試算.

所得代替率は、現役世代の平均手取総報酬に対する

午金受給額の害1合 を示した 1)の .

最終保険料率は平成37年 (2025年 )度時点 ,,

2)問題点

A案
保険料率が高すぎるぅ世代間の負担の不均衡

が大きくなりすぎるっ

B案
保険料負担が高く世代間バランスの不均衡が

大きい。

C案
現役世代の手取 り総報酬の半分程度の給付で

あるため、老後の生活設計がやや困難 .

D案
現役世代総報酬の4害1程度の給付水準は低すぎ

るぅ

E案
公的年金は一階建ての基礎年金だけで一階を

越える部分は企業午金と個人年金に委ねる.

この 「5つの選択肢J公表の後、厚生省は1998年 10月

には 1年金制度改正の3案 Jを公表 し、年末には政府与

党との間で 「
保険料凍結Jと 「

物価スライ ドによる給付

改善Jの方針が決定された.そ の後1999年 2月 に 1年金

制度改正案大綱 Jが作成され、1999年 7月 に第145回 通常

国会に提出されることになったtこ の国民年金法の一部

を改正する法律 (147回 国会制定法律第18号)は 、年金

資金運用資金法などの国民午金関連法ととt)に 2000年 3

月の147回通常国会において成立 している 1)つ とも、

基礎年金を税方式にするか否かについての決着はつかず、

検討事項 として積み残 し27て の成立であった

この2000(平 成12)午改正は、選択肢 C案 を tぅ とにした

もので、負担の上限を2割 とし、給付 も2害J程度の調整を

行 うとい うものであり、給付総額調整として次の4つ の

手法を用いている2S

l.厚生午金 (報酬比例部分)の給付水準を5(る 抑制す

る.但 し経過措置により従前の年金額を物価スラ

イ ドした額 を保証するため年金額は下がらず、基

礎年金は現行水準を維持する .

2.65歳以降は基礎年金 。厚生年金 とt)に賃金スライ ド

ではなく物価上昇率のみで改定する

3.老齢厚生年金 (報酬比例部分)の 支給開始年齢を男性

は2013(平成25)年度か ら2025(平 成37)年度にかけ

て65歳 に段階的に引き上げ、女性は5年遅れで同様

に引き上げる.その際、新たな減額率に基づ く60

歳からの繰上げ年金制度を導入する.

4 65歳 から70歳 までの就労高齢者に対 しては厚生年

金保険料を徴収 し、高額所得者に対 しては厚生年

金支給を調整する.

3 社会保障制度審議会報告と2004(平成16)年 改正

社会保障制度の中の年金のあり方について、社会保障

制度審議会 (当 時)29が 1977(昭 和52)年 に 「
皆年金下の

新年全体系Jを 、1995(平 成7)年 に 「社会保障体制の再

構築 |を まとめ、それぞれの時代における建議を行つて

最終

保険料率

(月 収 )

34.3%

35(る

1嬌][舌
1 

覆替写

豚丁t芳

廃止 廃止

(民営化 ) (民営化 )



いるc

1977年の 「
皆年金下の新午金改革体系J30に おいては、

年金制度が 「
私的扶養の低下の反面としての社会的扶

養 Jを担 うためのものであり、
「
稼動人口」が保険料を

納付するのは自分が所定の年齢になつた場合に定められ

た額が保障されるとい う所得保障が期待されるからであ

るとし、「基本年金」の趣旨を次のように述べている。
「
『基本年金』は単純かつ明確でなければならないし、

年齢要件のみを基準として、全額国庫負担による一定額

を全国民一律に給付・保障 しようとするものである。老

齢者で無年金 を歎ずるもののなきことがその願いであ

る。」
61

また、生活保護 と老齢年金 との関係については、
「生

活保護は生活に困窮 した場合にその者の必要に応 じ個別

的に対応するという事後的な対策であり、一方、老齢年

金は老後の所得喪失に対し所得保障を行 うことによって

貧困に陥らないようにするという事前的かつ一般的な対

策J52だ とぃ ぅ理解を示している。

1995年 の 「
社会保障体制の再構築 J33に おいては、

「
第2節 社会保障を巡る問題Jの 「

第2項 社会保障の

財源」において次のように社会保険の意義を定義 してい

る .

「さらに社会保険について、保険という言葉から民間保険と

同一視した比較をするなど、社会保険の意義と機能について誤

解がみられる= しかし、社会保険は次のような点で民間保険と

は基本的に異なっている。第一に、社会保険は、加入が自由な

民間保険とは異なり、国民全体の連帯を可能にするため強制加

入を特色としている 第二に、個人に掛金と運用益を財源とし

て支払う民間保険と異なり、社会保険は、国民の連帯に基づき

給付の確実性や実質価値の維持を公的制度として保障し、また

所得再分配による国民生活の安定化に寄与している. したがつ

て、社会保険料は、単なる貯蓄や事故に対し私的に備える掛金

ではなく、社会連帯の責任に基づく国民として義務的な負担と

考えるべきである′J

この勧告以降、政府は経済状況の悪化か ら公的負担 を

軽減す るための構造改革 を推進 していったが、それに対

し、社会保障制度審議会小委員会は平成 9年の 「
平成 7

年勧告後の状況変化に対応 した社会保障のあ り方につい

て J64の 中で次のよ うに勧告 しているc

「現在検討されている社会保障改革には、第1に 、専ら公的

な負担が過重にならないようにするといつた、財政や経済に重

点を置いた改革と、第 2に 、国民の不安を除き、安心を保障す

るという社会保障をよりよく機能させるための改革、の二つの

面がある 現在は、前者の視点が強調される傾向があるが、後

者の視点による改革が軽視されるようなことがあってはならな

6‐

い。今後、社会経済の状況変化に柔軟に対応 し、財政及び経済

と調和のとれた形で、国民に安心できる生活を保障するための

制度改革を積極的に進めていかなければならない。J

さ らに同審議会 は 1999年 3月 に厚生大 臣に
「
年金制度

改正案 について」 とい う答 申を行 つてい る。長 文ではあ

るが、以下に全文 を掲載す る。

年金制度改正案について (答 申)

(平成 11年 3月 24日  総社第41号 社会保障制度審議会会長発

厚生大臣あて)

平成H年 3月 16日 厚生省発年第 12号 で諮問のあった標記の件

について、本審議会の意見は下記のとお りである.

記

我が国においては、現在長期にわたる経済停滞が続き、また

今後はどの国も経験 したことのないほど少子 。高齢化が進展す

ることが予測されている。このような社会経済の変化により、

現行制度のままでは、将来年金制度の負担が大幅に増大して、

制度の維持が困難になることが予想 され、年金制度に対する不

安が国民の間で広がっている。 したがつて、現在において我が

国が取 り組むべき緊急の課題は、将来においても年金制度が国

民の老後の生活を確実に保障することができるように揺るぎな

いものとすることである(

今回の改正案は、将来世代の保険料負担が過重にならないよ

う、給付水準の適正化を含め年金制度全般にわたる改正を行い、

年金制度に対する国民の信頼を確保 しようとするものである:

また、現在の年金受給者が受けている年金額を引き下げること

のないよう適切な経過措置を講ずるとともに、支給開始年齢の

引上げについても相当な年数をかけて行 うこととしているなど、

年金制度が超高齢社会に円滑に移行できるようにしてお り、お

おむね了承できる。

ただし、以下の点に十分留意すべきである
`

1 基礎年金に対する国庫負担害1合 の引上げは、保険料負担の

上昇を抑えて制度を安定させるものであり、今回そのこと

を明確にしたことは評価することができる 今後政府はそ

の財源確保の具体的方策について早急に検討を進め、でき

る限 り早期に実施すべきである.

今回保険料の引上げを凍結することとしているのは、現

在の厳 しい状況を考えるとやむを得ない面もあるが、年金

制度は長期的展望の下に財政収支の均衡を図らなければな

らないことを考えると、このような措置はかえって国民の

信頼を揺るが しかねない。 したがって、できる限り速やか

に保険料引上げ措置の凍結を解除 し、将来世代にとって過

重な負担 とならないような措置を講じつつ、今後の高齢化

の進展等に伴って計画的・段階的に保険料を引き上げてい

き、年金財政の安定を図つていくことが望まれる.



なお、年金制度の財源の基本的在り方については、年金

財源としての適否、国民の負担の公平、国全体の財政状況

等を総合的に勘案して検討すべきである。

2 厚生年金の老齢年金の支給開始年齢の引上げは、保険料負

担の軽減のみならず、平均余命の伸長、高齢者の健康の改

善や強い就労意欲等の観点からやむを得ないと考えるが、

引上げを円滑に進めるためには支給開始年齢までの雇用の

確保が不可欠である。 したがつて、就労を希望する高齢者

が雇用の機会が得られるよう労使・官民一体となって雇用

確保に取り組むとともに、生涯現役社会の実現に向けて総

合的な施策を講ずべきである。また、支給開始年齢の引上

げに伴って設けられる繰上げ支給の老齢年金の減額率につ

いては、平均余命、経済条件等に沿つた適正なものとすべ

きである。

3.厚生年金基金をはじめとする企業年金は、公的年金と相ま

つて老後の生活を支える重要な柱であるため、現在の厳し

い経済環境をも克服できるよう制度の改善に努めるととも

に、制度全般にわたる検討を速やかに行つて必要な措置を

講ずべきである。

最後に、現在各方面から指摘されている問題をも含め、

長期的に年金制度を安定化させる方策について引き続き検

討し、国民の信頼を醸成することが必要であることを強調

しておく′

この後、2002年 12月 に厚生労働省が 「
年金改革の骨格

に関する方向性 と論点Jを公表 し、次のよ うな方向性 を

打ち出 した35。

1)社会保険方式に基づ く現行の制度体系を基本 として

改革を進めてい くっ

2)安定 した財源 を確保 して国庫負担割合の 1/2への引

上げ、国民年金保険料の多段階免除導入の検討、徹底 し

た保険料収納対策等により長期にわたる安定的な運営の

確保 を図つてい くっ

3)制度改革により、長期的に安定 した制度 とす る措置

を講 じた上で、今後 さらに、所得比例構造に基づ く一本

の社会保険方式による年金制度の導入等 を含め、長期的

な制度体系の在 り方について議論 を進 めてい くら

この方向性の 1)と で、給付は図 2の よ うに、基礎年金

を一階 とし、その上に報酬比例を置 く三階建てを構想 し

ている。

図2 日本の年金改革構想

…基礎年金

また、給付と負担を見直 し、最終的な保険料水準を法

定 (固 定)し 、その範囲で給付を自動的に調整するために

マクロ経済スライ ドとい う調整方式を提案 しているぅ

マクロ経済スライ ドとは、次のように説明されている3

「少子化等の社会経済全体 (マ クロ)の変動の実績 (ま

たは将来見通 し)を、一人当たり賃金や物価の上昇によ

る現行の年金給付の改定方法に反映させることにより、

時間をかけて緩やかに実施 (マ クロ経済スライ ド)Jす

ること。

なお、このマクロ経済スライ ドは、2003年 H月 に厚生

労働省により公表された 「
持続可能な安心できる年金制

度の構築に向けてJにおける説明では次のようになって

いる。
「
賃金や労働力人口といった社会全体の保険負担能力

(支 える力)の伸びに見合 うよう年金改定率 (ス ライ ド

率)を調整する (マ クロ経済スライ ド)」
3`

こうした厚労省案に対して、財務省は 「
年金改革につ

いての基本的な考え方 (七つのポイン ト)J57に おいて、

2025年 の社会保障に対する潜在的国民負担率は61%に な

ると試算 し、所得保障 としての年金概念を変更 し、
「
高

齢者に生活の最低限は支給 し続けられることを通 じて、

長寿に対するセーフティネ ットと位置づけ」
38て いる。

財務省と厚労省案の違いをまとめて示すと以下のように

なる。

財務省 と財界からの批半Jを受けながらも、こうした厚

労省の案は2004年 2月 に法案として国会に提出され、4月

28日 に衆議院において可決された。 もつとも、5月 6日 に

は、参議院における可決を促すため、公的年金制度の一

元化を視野に入れた社会保障制度の見直しを附則に明記

例比酬報

「

Ｌ

ｒ

リ

表3 改革案比較

論 点 改正前 厚労省 財務省

保 険 料

負担

13.58% 20%を 上限 と

し段階的引上げ

給付を下げなけ

れば潜在的国民

負担が高 くな り

すぎる
給付水準

現役時の 59% 50～ 50%半
|ゴ

国庫負担
基礎 年 金 の三分

の一

三分の一へ引上

げ

財源保障 もなし

負担増は不可

受給中の

年金

カットしなt カ ッ トしないで

公的年金控除を

見直す

世代間の負担 と

給付の公平のた

めにはカッ トも

必要



する修正案が、与党二党と民主党の間で三党合意として

合意された,こ の修正案通過後、首相を初めとする国会

議員の年金未納問題が国会でとり沙汰され、三党合意を

反古にするとい う発言が野党党主から聞かれるなど、年

金法改正を阻止 しようとする動きも見られたが、憲政史

Lに残る強引な国会運営により与党は年金改正法を6月 5

日に通過 させた
=

4 2004年 改正の内容

国民年金についての改正は次のような内容のものであ

る.

1)保険料固定方式の導入

保険料は2005年度が13,580円 で、以降2017年 まで引き

上げられ、16,900円 で固定される (第87条 3項 -6項 ).,

2)給付調整におけるマクロ経済スライ ド方式の導入

給付の改定は、
「
名 目手取 り賃金率Jに よる (第 27条

の2).但 し、受給が開始されている場合は物価と名目賃

金の うち変動率が低い率による (第 27条の 3)

この方式の導入により、厚生午金と合わせた受給額の

賃金代替率は50%程度に抑制される。

3)i号 被保険者の納付期間についての救済

二号被保険者が納付済期間算入の届出を遅滞したこと

にやむをえない事由がある場合には、その旨を届け出る

ことで算入期間としての扱いとなる (附則第7条の 3),

この改正により、サラリーマンの配偶者が加入期間不

足により不利益をこうむることが回避されることになっ

た

4)カロ入者への情報提供制度の導入

加入者が自己の午金権の内容を把握すると同時に国民

の年金に対する理解を深めるため、保険料納付実績と将

来の給付に関する情報を通知する (第 14条の 2)

2002年 度末の社会保険庁の調査によると59、
国民年金

の未納率は372%で あり、免除者を含めた場合の未納率

は478%と なる.未納の理由についての同庁の調査では、
「
保険料が高く経済的に困難 Jが 64.5%、 「

国民午金を

あてに していない、あてにできない」が15%、
・
支払 う

保険料に比べ受け取る午金額が少ないJが 45%〕 となっ

ている これ らの未納者に対して納付を実効的に促すた

めには、単に情報を提供するとい うことを超えた年金制

度への信頼と期待を醸成する改革が、今後の課題として

残されている.

5)国庫負担の増加

国庫負担が基礎年金の給付に要する額の三分の一とな

る (85条 )

これにより保険料は抑制されるが、国庫財源全体から

θ

見たときの財源保障がされていないため国庫全体におけ

る債務超過は解消されないっこのため、国家予算全体の

バランスを考えながら税制改革と社会保障制度を再度見

直す Z、要が生じることはZ、 至だといえる。

5 2004年改正に対する憲法学的批判

年金の問題が、深刻な財政問題を本質 としていること

は確かなことであろう.それゆえ、財務省が国の経済的

破綻を回避するために国庫からの支出に批判的であり、
「
無いものは出すべきではない |と 給付を抑制 しようと

することは理論的にはすつきりすることかもしれない。

本稿では分析が散漫にならないように基礎年金に絞って

みてきたが、報酬比例部分である厚生年金 と併せてみる

とき、債務超過がもたらす国庫への重圧は、スウェーデ

ンにおける改革の引き金 となった事態とさした違いはな

いように思える」図3か ら窺い知ることができるように、

400兆 円以上の債務を年金の収支バランスで抱えてお り、

2003年 度の国家予算における収入45兆 、公債残高483兆

円を抱える現状において、現体制維持によつては改善の

見込みはないっ

図3 財源と給付のバランス

'100年

まで命鷺生年金の財議と給付のバランスシート
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'
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けれ ども、だからといつて給付を減らしていくことで

よいのか、とい うことが、憲法とそこに定められている

生存権の観点から問い直されることになる.ま た、保険

料上限20%固 定に対する財界からの反発は厳 しい。企業

負担が増えるため企業の雇用維持努力に悪影響がでると

い うことが反発の論拠である¨
っけれども、こうした主

張がみられる現状は、多くの労働者を雇用 している企業

には、それらの労働者によつて t〉 たらされた富を享受 し

てきたことの相殺 としての社会的責任として雇用を維持

する責任があるということを、生存権の私人間適用とし



て構成するとい うことも考えなければならない事態だと

もいえる。

確かに、財務省が分析するように、また 「高齢社会対

策大綱J(2001年 12月 28日 )において述べ られているよ

うに41、
多くの高齢者は弱者ではなく健康で活動的であ

るのが現状かもしれない.それらの人々の能力を活用 し、

社会を活性イヒすることは考えられなければならないだろ

うちけれど ()、 それは社会的活用であつて、経済的活用

ではないったとえ元気にみえようとも、65歳 を過ぎて若

年者 と同等の成果をあげる労働を強いられることは虐待

に等 しい そ うい う働きではなく、経済効率の観点から

は見落とされてしまう、非効率的で、それでいて人間の

尊厳の実現を進める働きが一例としてあげられる。資本

主義経済の枠組みで働くことでは実現できないことを、

自己の人間らしさを促進することをも含めて実現するこ

とができるなら、老年にやつてくる心身の衰えに対して

t)コ ンブレックスを持つことなく過ごすことができるの

ではないのだろうか,こ れに対し、今次の改革では、年

金給付額は減少 し、現役時代の所得との落差が大きくな

るため、生活水準を維持するためには働き続けるか、現

役時代に貯蓄などの老後を保証する資産を蓄積すること

が必要となる高齢者層が出てくる.セーフティネットと

しての基礎午金額を生活保障水準より()高 く決定 したス

ウェーデンの社会福祉国家観 との違いが伝わつてくるぅ

日本の判例においても、生存権は福祉国家における国

民の義務であり、それに対する国の義務が存在すること

は明言されてきている, もつと ()、 国の義務に関しては

一義的に定まる ()の ではなく、経済状態や国民の生活 レ

ベルから決定されるとい う流動的なものであるという判

断 i)示 し、それが憲法25条 を具体的な国民の権利を保障

した規定だとい う解釈を阻んできている=けれども、判

例においても、憲法に照らした時の国の義務は国民の生

活向上にあり、それは福祉国家としての日本国の義務で

あると明示されているのである

現在の年金改革においては、財務 上の危機が大前提と

なってお り、事実であり現実でもある財政事情から目を

そむけることができないことは確かである.けれ ども、

それが 「
国」とい う様々な要素の複合体の中で考えられ

る時には、国民だけではなく企業 t)含 めた倫理のあり方

を、総体としての
「
国 のあり方として考えるZ、要があ

る。また、こうした国のあり方の見直しにより、富の再

配分の再構成といった大きな仕組みを動かしていくこと

で国民を守ることこそが憲法上要請されている国の義務

のあり方だといえよう,その点、財務と国民だけをター

ゲットにした改革は、憲法学的にいつておよそ抜本的と

いえない t)の だ といえる.次章においては、判例の見解

か ら、この憲法学的批判の妥 当性 を検証 してみたい。な

お、以下に整理の便宜 として年金改革関連年表を掲げて

お くり

表4 国民年金改革関連年表

1959年 4月  国民年金法公布

1961年 4月  拠出制国民年金実施 (国 民皆年金の実現 )

10月  国民年金法改正 (拠出制老齢年金の60歳繰上げ支

給制度創設)

1966年 6月  国民年金法改正 (25年納付で月額5000円 給付・保

険料引上げ)

1975年 ll月  厚生労働大臣 「新国民年金法案構想J発表 (賦課

方式・物価スライ ド)

1976年 4月  年金制度基本構想懇談会設置 (厚 生省)

1977年 ll月  年金制度基本構想懇談会中間報告

12月  社会保障制度審議会 「皆年金下の新年全体系J厚
相に建議

1979年 4月  年金制度基本構想懇談会「わが国年金制度改革の

方向―長期的な均衡と安定を求めてJを 厚相に提

10月

1982年 H月

1983年 H月

1985年 5月

1989年 12月

1991年 3月

1994年 6月

出

社会保障制度審議会 「高齢者の就業と社会保険年

金j首相に建議

厚生省 「21世紀の年金を考える」発表

厚相 「厚生年金と国民年金の一本化」などの制度

改革を社会保険審議会 ,国民年金審議会に諮問

国民年金法等改正 (年 金大改正 )

国民年金法等改正 (20歳 以上の学生強制加入・完

全自動物価スライ ド制 。国民年金基金創設)

国民年金基金制度施行

国民年金法等改正 (支 給開始年齢の段階的引上

げ・ネット所得スライ ド制・特別保険料導入・70

歳任意加入・在職老齢年金改善 )

1995年 7月  公的年金制度の一元化に関する懇談会最終報告書

社会保障制度審議会 「社会保障体制の再構築J首
相に建議

1996年 3月  「公的年金制度の再編成の推進について」閣議決

定

1997年 12月  社会保障制度審議会小委員会 |「 平成 7年勧告後

の状況変化に対応 した社会保障のあ り方につい

てJ

厚生省 「五つの選択」公表

1999年 3月  社会保障制度審議会 「年金制度改正案についてJ

厚相に答申

7月

2000年 3月

2002年 12月

年金改正法案国会提出

国民年金法等改正 (総 報酬制導入・保険料半額免

除 。学生の納付特例年金積立金の自主運用 )

厚生労働省 「年金改革′)骨格に関する方向性 と論

点J公表

2003年 9月  厚労相試案公表 (「 年金改革の骨格に関する方向

性 と論点Jをベースに有限均衡方式採用 )

財務省 「年金改革についての考え方 (七 つのポイ

ン ト)J(年 金は所得保障ではなく長寿に対するセ

ーフティネット)

H月  厚労省案
「
持続可能な安心できる年金制度の構築

に向けてJ公表

2004年 2月 10日  国民年金等の一部を改正する法律案提出

4月 28日  同法 衆議院可決



5月 H日  同法 修正案衆議院可決
6月 5日  同法 参議院可決・成立

第二章 判例における生存権 と国の義務

本章では、生存権に関する国民の権利 と国の義務に関

する朝 日訴訟最高裁判決を振 り返 り、さらに生存権と年

金の関係に関して堀木訴訟 と塩見訴訟を見てみる。その

うえで、それ らの判示に対する 「国の義務」の解釈を、

年金改革に対する憲法学的批判とい う視点で次章のまと

めにおいて提起する。

朝 日訴訟最高裁判決 と生存権

朝 日訴訟最高裁判決 (最 高裁昭和42年 5月 24日 大法

廷)42は 、憲法25条の規定に対 し、それが抽象的義務に

とどまることを明示 した判決として知られている。そこ

では、25条の具体的権利性を否定 した判示に続いて次の

ような判示を見ることができる。
「健康で文化的な最低限度の生活なるものは、抽象的

な相対的概念であり、その具体的内容は、文化の発達、

国民経済の進展に伴つて向上するのはもとより、多数の

不確定的要素を綜合考量してはじめて決定できるもので

ある。」 (下線筆者 )

同判決では、さらに考慮の要素として次のものを判示

している。
「
原判決が本件生活保護基準の適否を判断するにあた

つて考慮 したいわゆる生活外的要素とい うのは、当時の

国民所得ないしその反映である国の財政状態、国民の一

般的生活水準、都市と農村における生活の格差、低所得

者の生活程度とこの層に属する者の全人口において占め

る割合、生活保護を受けている者の生活が保護を受けて

いない多数貧困者の生活より優遇 されているのは不当で

あるとの一部の国民感情お よび予算配分の事情であ

る。J(下線筆者 )

ここであげられた諸要素を一般化するなら、①国民所

得 ②国の財政状態 ③国民の一般的生活水準 ④生活

格差 ⑤低所得者の生活程度と人口比 ⑥国民感情 ⑦

予算配分、としてまとめることができる。これ らの諸要

素は、最高裁によって示された生存権保障の確定要素で

あり、いわば人権は 「金Jと 国民感情によつて定まると

いつていることになる。本判決の評釈 として専ら論 じら

れたのは、
「生存権の法的性格」とい う論点についてで

ぁった43.け れども、司法の役割 とい う観点からは、具

体的な一人ひとりの人権を守る最後の砦 としての司法が

安易に行政と同化 している姿を見ることができるもので

もあり、一回きりの救済であつても、訴えた人間の人権

を守るとい う司法の役割についてこそが論点とされるベ

】0

きであったように思われる。

堀木訴訟最高裁判決 と「福祉国家の理念」

この点、1982(昭 和57)年の堀木訴訟最高裁判決 (最

高裁昭和57年 7月 7日 大法廷)44も 朝 日訴訟における判断

を継承 し、生存権保障にとつては厳 しい内容となってい

る。けれ ども、25条の意義を、次の判示に見られるよう

に 「福祉国家の理念」に基づいた国政運営の義務が国に

あると判示したことは評価に値する。

「憲法二五条一項は『すべて国民は、健康で文化的な

最低限度の生活を営む権利を有する。』 と規定 している

が、この規定が、いわゆる福祉国家の理念に基づき、す

べての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み うる

よう国政を運営すべきことを国の責務として宣言 したも

のであること、また同条二項は 「国は、すべての生活部

面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及

び増進に努めなければならない。Jと 規定 しているが、

この規定が、同じく福祉国家の理念に基づき、社会的立

法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきことを国の責

務として宣言 したものであること、そして、同条一項は、

国が個々の国民に対 して具体的 。現実的に右のような義

務を有することを規定したものではなく、同条二項によ

つて国の責務であるとされている社会的立法及び社会的

施設の治り造拡充により個々の国民の具体的 。現実的な生

活権が設定充実されてゆくものであると解すべきことは、

すでに当裁判所の判例とするところである (最高裁昭和

23年 (れ)第205号 同年9月 29日 大法廷判決 。刑集2巻 10

号1235頁 )。 J

憲法25条 を福祉国家の理念に基づいていると判断 しつ

つも、その実現は個別具体的な個人に対 して保障される

ものではなく、立法と行政の具体的な施策により設定充

実されていくものだと判示してお り、結論的には具体的

な権利保障にとつて役に立たない司法のあり方を曝け出

したものとなっているっけれども、25条 を裏付けるもの

として 「
福祉国家の理念Jを読み込んだことで、国の施

策が福祉国家としての逸脱があるかが問われ うる根拠を

示したものでもあるっこのように読むなら、次の判示部

分は、国に対する社会保障対策を厳 しく要求するものだ

と角旱することができる。
「このように、憲法25条の規定は、国権の作用に対し、

一定の目的を設定しその実現のための積極的な発動を期

待するとい う性質のものである。 しかも、右規定にい う

「健康で文化的な最低限度の生活Jな るものは、きわめ

て抽象的 。相対的な概念であって、その具体的内容は、

その時々における文化の発達の程度、経済的 。社会的条



件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判

断決定されるべきものであるとともに、右規定を現実の

立法として具体化するに当たっては、国の財政事情を無

視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、

しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的

判断を必要とするものである。 したがつて、憲法25条の

規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講

ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられて

お り、それが著 しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・

濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査

判断するのに適 しない事柄であるといわなければならな

い。J(下線筆者 )

さて、上記判示部分に施 した下線をみてみると、前半

の下線部分は朝 日訴訟判決よりも官僚と政治家に重きを

置いたものとなっているJこ れは行政権や立法権が持っ

ている情報や手法を持つていない司法にとつて、独自に

判断を下すことはほとんど不可能だとい う吐露ともとれ

よう。後半にいたつては、司法権の意義を見いだすこと

は困難であり、誰が見て t)おかしいとい う場合でなけれ

ば司法判断ができないといっているようにも解すること

ができる.

もつと t)、 この部分が、国が 「
福祉国家の理念Jに基

づいているか否かの判断を司法が行 うとい う意味であれ

ば話は別であるぅいかに専門的で政策的に合理的に見え

ようとも、国が国民の人間の尊厳と生活保障を第一に考

えているか否かの判断は、朝 日訴訟第一審における鈴木

判事を例にあげるまでもなく、訴訟当事者の生活を判断

することにより司法権によつても容易に下せるはずであ

る。

もつとも、
「
社会保障 |に関する考え方も時代 ととも

に変遷 し、国の責任が後退 していることは社会保障制度

審議会報告から窺 うことはできるぅけれ ども、
「
福祉国

家の理念 t)時代と共に変遷 している」とい うことは安易

に認めるべきことではないだろう,現在、世界的に福祉

国家観が変わってきているとい う分析を見ることができ

るが45、
社会権保障とい う考え方が世界的に承認 された

世界人権宣言や国際人権規約以来の歴史はたかだか半世

紀弱である。その間に、経済や政治の点で大きな変化が

あつたことは確かであり、それに伴つて社会福祉に対す

る責任のあり方が家族や地域への回帰を示していること

は日本においても見ることができるっけれ ども、世界人

権宣言が1948年に次のように宣言 したことは簡単に反古

にすることはできない.

「22条 :すべて人は、社会の一員 として、社会保障を

受ける権利を有 し、かつ、国家的努力及び国際的協力に

より、また、各国の組織及び資源に応 じて、自己の尊厳

と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済

的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。J

(下線筆者 )

この条文から、国は、人間の尊厳 と生存権保障のため

に国家的努力をその国の資源を十分に用いることで行わ

なければならないことを知ることができる。そして、そ

れが福祉国家 としての理念だとい うことでもあろう。
「福祉国家の理念」をこのように捉えるとき、国による

施策は、人間の尊厳を実現することができるよう資源を

十分に活用するものでなければならないこと、人間の尊

厳を軽視あるいは無視 した施策が資源の活用に対する検

討を行 うことなくなされた場合には 「著 しく合理性を欠

き明らかに裁量の逸脱・濫用」だといい うるとい う解釈

こそが、人権の、そして憲法の要請する解釈だといえよ

うり

塩見訴訟 と年金制度

世界人権宣言 と日本の年金制度の関係に言及 した判

例 として、第一次塩見訴訟最高裁判決46が ぁる。帰化以

前において全盲とい う障害を負つたため、国民年金法56

条 1項 但 し書きの国籍条項 (1981年 削除)が要求す る

「廃疾認定日において日本国籍であることJと い う要件

を満たさないため障害福祉年金を支給 しないことが、世

界人権宣言や国際人権規約などの国際条約に反 している

ことが争われたが、最高裁は次のように判示 している。
「
社会保障における内国民及び非内国民の均等待遇に関

する条約 (いわゆる I L OttH8号 条約)は、わが国は

いまだ批准 してお らず、国際連合第3回総会の世界人権

宣言、同第26回総会の精神薄弱者の権利宣言、同第30回

総会の障害者の権利宣言及び国際連合経済社会理事会の

1975年 5月 6日 の障害防止及び障害者のリハビリテーショ

ンに関する決議は、国際連合ない しその機関の考え方を

表明 したものであって、加盟国に対して法的拘束力を有

するものではないっJ

この判決後、第二次塩見訴訟は、法改正の前後に障害を

負った者の間における不平等 (憲法14条違反)と 憲法25条

違反を争ったが、最高裁において、国籍条項廃止後にお

いてそれ以前の障害発生に対して救済措置をとるかは立

法裁量の問題であり、救済措置をとらなかったことは不

合理ではないと判示された47ぅ

なお、その後、在 日障害者年金訴訟が2000年 3月 に京都

地裁に7人 の在 日韓国・朝鮮人の人々によつて提訴 され、

2003年 8月 26日 に敗訴 し4Sて ぃる (現在は大阪高裁係争

中)。



まとめとして

～年金制度に対する国の責任～

2003(平 成15)年 京都地裁判決は、国民年金制度が国民

連帯による拠出制の制度であることを前提 として、
「
障

害福祉午金は、所定の保険料の納付の要件を満たすこと

ができず、または保険料を納付する機会がなかった者に

対し、例外として、補完的ないし経過的に、全額国庫負

担による無拠出の午金を給付することとした 1)の Jだ と

判示 している。

この点、現実の日本では、およそ半数の国民が未納・

未加入であり、そもそもこの前提が成立 しているのかは

疑わしい。また、国民年金が生存権を保障する制度であ

るなら、国の国民午金制度に対する責任は、拠出 。国庫

負担 。税負担といった種々の方法を複合的に用い、国の

資源を見直しつつ一人ひとりの国民に対して、日本の文

化的水準に適合 した生存を保障することであろう.残念

ながら、第一次塩見訴訟最高裁判決においては条約は拘

束力を持たないとい う判断が示され、立法裁量が広く認

められている.けれ ど t)、 年金制度が福祉国家の理念を

実現するための一つの方途であるとい うことを前提とす

るなら、すでに締結 している条約の実現を図り、誰にと

つても住みやすい国をつくつていくとい う国の姿勢によ

つて年金制度を作り上げるという義務が国にはある.そ
れが憲法上の国の義務だといえるだろうっ国がそ うした

義務を果たさない限り、スウェーデンが福祉の後退を余

儀なくされる苦 しい選択ながら、最低年金保障という福

祉国家の理念を活かした制度を創設 したことには及ばな

いことは無論のことながら、年金制度を解体させないた

めに必要な国民のコンセンサスを作 り出し、国民が連帯

して積極的に午金制度を維持 していくとい うことも夢想

にしか過ぎないだろう, 日本国は、日の前の財政破綻を

回避するとい う可視的な発想のみではなく、より抜本的

に、国の資源の見直 しと財の再配分による生存権の保障

により最底辺層を作 り出さない構造改革を行 うことが、

1福祉国家の理念_の実現として求められているのでは

ないのだろ うか49 
現実に、退職後の所得変動において、

日本の中位以下の世帯では ドイツ、フランス、オース ト

ラリアなどに比べると現役世代との所得格差が著しく、

最高位の層では 1)っ とも格差がないとい うOECDの 報告 も

あ り` 、再配分が中位以下の層に配慮 して行われている

とはいえず、
「福祉国家の理念Jの再考が求められてい

ることを見ることができるっ

最後に、本稿における 「
憲法学的J視点による批判に

ついて一言言及 しておきたいら2004年度社会保障法学会

春季大会において、
「
生存権」を中心に据えた議論が乏

12

しいことが高藤昭法政大学名誉教授と大曽根寛放送大学

教授によつて指摘されたし憲法学専攻であるが、所属学

科における教授のZ、要性から社会保障法学会に所属しな

がらも違和感を覚えていた筆者にとつて、その違和感の

実体を知ることができた指摘であつた.本稿は、こうし

た違和感をもとに、筆者の
「
人権としての年金改革」の

視点を明らかにしたものであるら両先生の学会における

発言から得た示唆に対し、心から感謝 したい。

l The llorld Bank,  Averting the 01d Age Crisis :

Policies   tO  Pl otect   the  01d  and  ProlnOte

C10wth(OxfOrd ヒilliversity Press:Oxford,1994).  芋「

訳は、厚生年金基金連合会編『海外の年金制度』 (東

洋経済新報社、1999年 )6H628頁 、参照らなお、内

容に関する分析として以下の文献参照.高 山憲之 「調
査 最近の年金論争と世界の年金動向J『経済研究』
53巻3号、268頁 :権丈善一『年金改革と積極的社会保
障政策』 (慶應義塾大学出版会、2004年 )lH頁ら

2注 1前掲書『海外の年金制度』623頁参照.

5主張については次の文献参照.Rogel Beattie Wallell
Mcgilll、 lay, И ′ノs力 ,′ Sr2汐 ′εg;′  :′θ/ソθζ'ア プar7s οソフ `/7θ

″bノ ノυβ′/7′ ′cρο′7 ИIθ′′ルg `/7θ  θノ〃Иgθ のプsrs,

11ltel national Social Secl,lity Review,vol.48,3-

4,1995.
4 Petel R.Orszag & Joseph E Stiglitz,  Rethinking

Pellsio1l Refroll:Tell Myths About Social Security

Systems,  Plesellted at  the cOnference on   `New

ldeas Abou1 01d Age   Security''  Tlle World Bank,

Washington D C.,Septembel 14 15,1994 原文は以

下のサイ ト参照 t

hitp://www wOrldbank.ol g/knowledge/chiefecon/

confel e11/papers/rethillkilng pdf
5世

界銀行の改革案が もた らした各国への影響 について

以下の論文参照 ,村上清
「
世界銀行の年金改革 とその

影響」海外社会保障情報 H9号51頁、1997年 .

.国
立国会図書館雑誌検索 (NDL-OPAC)に よると、1999

年に新制度が導入 され る前後において、1998午 H論文、

1999年 H論文、2000年 10論 文、2001年 3論 文、2002年

24論文、2003年 22論文を検索す ることができる.,

7実
際、ホルツマン世銀昌1総裁 はスウェーデ ン方式であ

るNDC方式 (Notional defined colllibutiOn System:

観念的拠出建て方式)を「NDCは様 々な財政的・社会的

必要性 を取 り扱 うための理想的なアプローチJと 評 し

ているとい うっ森浩太郎
「
観念的拠出建て方式 (NDC)

に係 る国際会議報告」午金 と経済22巻 5号、2004年 、
61頁 、61頁参照 t

S全
文は以下のサイ ト参照ら

http://www.1lof.go.jp/sillgikai/zaiseseido/sil you/

zaiseib130517c pdf
9こ の報告は国会議員による懇談会のために実施 された

ものである.そ の懇談会の内容は一橋大学経済研究所
proceedings シリーズno3『 スウェーデンに学ぶ政治



家主導の年金改革』に収録 されているし

なお、報告のために用意されていた英文全文原稿は次

のサイ ト参照っht tp:′ /www.iel hit u.ac.jp/pie/

English/discussionpaper/dp2002′ dp46/index htinl
Ⅲ 旧制度 と新制度についての詳細な紹介は次の文献参

照っ井上誠一『高福祉 。高負担国家 スウェーデンの

分析』(中 央法規 2003年)272345頁 。旧制度につい

ては272276頁参照.

・ 1950年 か ら1995年 までの 日本 との比較は次のように

なっている。

日本 :「 国税調査」
スウェーデン :ス ウェーデン中央統計局調査

国立社会保障・人口問題研究所の推計データによると、

今後の高齢イヒ率の推移は次のように推計されている.

国立社会保障 。人口問題研究所2003/9/05更 新情報
「表218 主要国の65歳以上人口割合」より
12注9前掲書6頁。
1｀  同頁.

14注9前 出英文原稿9頁参照 ,

15同 上 910頁参照.

r以下の年表は、注1前掲『海外の年金制度」439440
頁、ゲンセル報告、クェンーベ リ報告を t)と に作成ち

17注8前 出サイ トPDF文書5頁参照
`.

lS注9前 出シリーズNo3、 9頁参照 ,

19な お、この用語の訳については、高山憲之は |み な

し掛金建て方式Jと い う語を充てている。直訳ではな

く方式の意味を表わす t)の として優れていると思われ

るが、法学を専攻する著者の能力としては初歩的な年

金制度の用語である確定拠出制度と確定給付制度を軸

に考える方が理解が容易であるため本文中の直訳を用

いたっ高山憲之
「
調査 最近の年金論争と世界の年金

動向」経済研究53巻3号 (2002年7月 )な ど参照し
い

年金制度では、 1)賦課方式/積立方式  2)確 定

拠出制度/確定給付制度 という分類を用いることが

できる.賦課方式とは、給付に必要な費用をその時点

における現役保険加入者の保険料でまかな う方式,積
立方式とは、将来の年金受給に必要な原資を予め積み

立てておく方式.確定拠出制度とは、拠出額 (入つて

くる額)に よつて給付が決定される制度`,確定給付制

度とは、給付額をまず決定し、それに賄 うのに必要な

額から逆算 して保険料を決定する制度っ典型的な分類

を示すと以下のようになる。

21こ うして拠出と受給をリンクさせることで、
「すべて

の拠出保険料が年金権に1対 1で対応 していくとい う

形になったことです .午金受給年齢まで、拠出1円 、

1ク ローネ、すべてが給付に反映 されるとい うことな

んですりJと い う強い拠出と給付の リンクをつ くつて

いる。注9前 出シリーズNo3、 7頁 .

22注
9、 1718頁参照し

23注
9、 9頁っ

24こ の改正の結果、20歳 前に障害が生 じた場合には障

害基礎年金を受給することができるが、20歳 を過ぎて

学生である期間に年金に加入 しないで障害を持つてし

まった場合には無年金者 となるとい う、いわゆる学生

無年金問題が現在訴訟で争われている.2004年 3月 24

日に、学生を強制加入にしなかったことは不合理では

ないが、障害を負つた場合の是正措置を国がとらなか

ったことを違憲 とした東京地裁判決が出されたが、国

は4月 6日 に控訴 している.な お、全国各地の無年金訴

訟の状況について次のサイ トが詳 しいぅ

hllp:′ /palk18 wakwak.c oin/,67Emunenkin/
25年金予算の増加状況について注26の表参照t

1996 1997

42,633 41,879 41 286 41 511 42.455

1999 2000 2003

50,390 51,529 52,954 54,919 56,284

(予算単位 億円) 財政制度等審議会平成15年 4月 24

日資料を基に作成
2'国

民年金法 附則 (平成十二・三・三一法一人)第
二条 :基礎年金については、給付水準及び財政方式を

含めてその在 り方を幅広く検討し、当面平成十六午ま

での間に、安定 した財源を確保 し、国庫負担の害J合の

三分の一への引上げを図る 1)の とする.

2S厚 生労働省午金局の次のサイ ト参照ら

htt p://wwT.inhl■ .go. ,p/10piCS/nenkin/zaisei/zaise

i/00/11ldex.htinl
29社

会保障制度審議会 は 1949(昭 和 24)年 か ら2001(平
成 13)年 1月 6日 まで活動 したが、省庁再編により、経

済貝オ政諮問会議及び社会保障審議会にその活動は引き

継カリ■た .

い 全文は以下のサイ ト参照っ

http://www8.cao go Jp/hoshou/whit epape1/counci1/

1977sinnellkil1/

注31引 用サイ ト 「
第1 新 しい年金」参照‐

同
「
第2 新 しい年全体系 3 給付水準J参照 ,

全文は以下のサイ ト参照 .

http:/′ wTw.nurse.or.jp/sellmon/illfolinatio11 lepoll

/1eport2 htinl
54全文は次のサイ ト参照ゥ

http://www8.cao.go.jp/hoshou/whit epape1/counci1/

shoiinkai/
35 http://wTW inhlw go jp/‐ hOudou′ 2002/12/h1205-2b.

htmlよ り.

5ら 「
持続可能な安′いできる午金制度の構築に向けて」

14頁ら
37全

文は以下のサイ ト参照
`

http:′′wTw.1■of go jp/sillgi kai/zaiseseido/top.htl■

なお、七つのポイン トを箇条書きにすると次のような

年   1950 1960 1970 1980 1990 1995

日本   4.9 57 7.1 12.0 14.5

スウェーデン 1lo 2 11.8 13.8 16.4 178 17.5

年 2010 1  2020  1  2030  1  2040  1  2050

日本 22.54 1 27.85 1 29.57 1 33 23 1 35.65
ス ウェー ァ ン 19 80 1 23.95 1 27 03 

‐
 29 93 1 30 36

年 1989

予 算 30,430 34 410 40.006 42.867

確定給付制度 確定拠出制度

賦課方式 公的年金 スウェーァンの

新制度

積立方式 厚生年金基金 個人年金

13



ものである。①持続可能な制度としての年金制度 ②
負担水準に適合した給付 ③年金は長寿に対するセー
フティネット (所得保障ではない) ④全体として健
康で活動的な高齢者を対象とした年金制度 ⑤既裁定
の年金も抑制対象 (聖域なき抑制) ⑥負担が反映さ
れる給付 ⑦国庫負担対象の限定・基礎年金国庫負担
害1合増加における安定財源の保障

38注 37「年金改革についての基本的な考え方 (七つの
ポイント)」 の第ニポイント参照。

39以
下の社会保険庁サイ ト参照。

http://wwl″ .sia.go jp/i nfoln/tOkei/index.htm
40経済団体連合会 「今次年金制度改革についての意

見」参照っ全文は以下のサイ ト.

http:′ /www.keidanren or.jp/japallese/pOlicy/2003/

090/

この他、財界からの提言として経済同友会、関西経済同

友会からのものがある。
41同大綱 「

第 1、 2(1)旧 来の画一的な高齢者像の見直
しJ参照。

43判時481号 9頁 、判夕206号204頁 参照。
46本

判決に対する評釈は、生存権の法的性格に関する

ものとして多い。 ここでは、若千を参考として掲載
するにとどめるの芦部信喜 。法協85巻 7号 1058頁 、奥

平康弘・判評104号 10頁 (判 時486号 140頁 )、 中村睦

男 。別冊ジュリス ト56号 8頁 、佐藤進 。別冊ジュリス

ト113号4頁 、河野正輝・別冊ジュリス ト153号4頁 、
上田勝美 。別冊ジュリス ト155号290頁 .

44判
時1051号29頁、判夕477号54頁参照。

45注 9の スウェーデンのクェンーベ リ議員の発言の中に

もそれを見ることはできる。より体系的な研究とし

ては国連社会開発研究所の委託を受けて行われたG.エ

スピンーアンデルセンらのものがある。G.エスピンー

アンデルセン編『転換期の福祉国家』(早稲田大学出
版部 2003年 )参照。

46判時1363号68頁、判夕741号87頁参照。
47判

例地方自治215号94頁参照。
48平

成 15年 8月 26日 京都地裁 (平成 12年 (行 ウ)第6号 )。

判決文は次のサイ ト参照、
http://munenkin.hp.infoseek,co.jp/pleadings/200

3 08.26_hanketsu_2.htm
49経

済学分野においては年金改革についての論文は多
い。最近の特集 としては 「年金改革を推進するにあた

つて」年金 と経済22巻5号 (2004年2月 )、
「現代社会に

おける社会保障制度」都市問題研究56巻 1号 (2004年 1

月 )、
「
女性 労働 の現在 と展望」季刊労働法 204号

(2004年 3月 )な どがあ り、年金問題についての論点

はこれ らにおいてほぼ出尽くしているように思われる。

もつとも、これ らの論者の視点を持つてしても、本稿
が視点とした「憲法学的批判 Jと い うものを見ることは

できなかった。
50 Ageing Working Papers: Maintaining  Prosperity

ln All Ageing Society;the OECD study on the
policy implications of ageing,1997.Tablel. 表 1

によると世帯において次のような比較がみられるc

Summary

We can see pension reform occurring globally. The movement of reform seems to have started by
the argument held on World Bank Report in1994, which insisted the individual responsibility principle
of the pension, but was denied by the chief economist of World Bank in 1999. Nowadays, Swedish
pension system is a main stream of pension reform because of its style compromised of public

responsibility and accountability. Pension reform of Japan is somewhat resembles Swedish system but
essentially quite different from that because of the aspect held by each nation. Japan needs to
reconsider a reform bill from the viewpoint of "the pension as human rights."

Keywords : public pension, pension reform, right to live, Article 25 of constitution
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オース トラ リア 89.9(%) 72 2(%) 60 2(%) 64 4(%)

フ ラ ンス 91.9(%)

ドイツ 82 8

イタリア 103 3

日本 75 6 87.0

オランダ 83 3 715
スウェーデン 75 8 77 0

英 国 61 2

米国 43 6
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